
上越市令和６年能登半島地震復興支援補助金交付規則をここに公布する。 

令和６年３月２２日 

                          上越市長  中 川 幹 太 

 

上越市規則第１４号 

上越市令和６年能登半島地震復興支援補助金交付規則 

 （趣旨） 

第１条  この規則は、令和６年能登半島地震により影響を受けた小規模事業者等、商店街等

組織等における販路開拓、賑わい創出を図るイベントの開催等を支援するために、予算の

範囲内で交付する上越市令和６年能登半島地震復興支援補助金（以下「補助金」という。）

の交付に関し必要な事項を定めるものとする。 

（定義） 

第２条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによ

る。 

⑴  令和６年能登半島地震 令和６年能登半島地震による災害についての特定非常災害及

びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令（令和６年政令第５号）により指定さ

れた特定非常災害をいう。 

⑵ 小規模事業者等 商工会及び商工会議所による小規模事業者の支援に関する法律（平

成５年法律第５１号）に定める小規模事業者及び特定非営利活動促進法（平成１０年法

律第７号）に定める特定非営利活動法人をいう。 

⑶ 商店街等 商店街その他の商業の集積又は問屋街をいう。 

⑷ 商店街等組織 次に掲げるものをいう。 

ア 商店街等を構成する団体であって、商店街振興組合、商店街振興組合連合会、事業

協同組合、事業協同小組合、協同組合連合会及び中小企業団体の組織に関する法律

（昭和３２年法律第１８５号）第９条ただし書に規定する商店街組合又はこれを会員

とする商工組合連合会において法人格を有するもの 

イ 法人化されていない商店街等を構成する任意の団体であって、規約等により代表者

の定めがあり、財産の管理等を適正に行うことができるもの 

ウ ア又はイに類する団体であって、規約等により代表者の定めがあり、財産の管理等

を適正に行うことができるもの 

 ⑸ 民間事業者 地域のまちづくり又は商業活性化の担い手として事業に取り組むことが

できる中小企業者（中小企業基本法（昭和３８年法律第１５４号）第２条第１項に規定



する者をいう。）又は団体（商店街等組織及び地方公共団体を除く。以下同じ。）であ

って、定款等により代表者の定めがあり、財産の管理等を適正に行うことができるもの

をいう。ただし、次のいずれかに該当する者を除く。 

ア 資本金又は出資金が５億円以上の法人に直接又は間接に、１００％の株式を保有さ

れる中小・小規模事業者である場合 

イ 県補助金の交付申請時において、確定している（申告済みの）直近過去３年分の各

年又は各事業年度の課税所得の年平均額が１５億円を超える中小・小規模事業者であ

る場合 

⑹ 国補助金 国の小規模事業者持続化補助金＜災害支援枠（令和６年能登半島地震）＞

交付規程（令和６年２月２８日施行）に基づき、法人にあっては市内に事務所又は事業

所を、個人事業者にあっては市内に住所を有し、又は市内に事務所若しくは事業所を置

く者に対し、交付される補助金をいう。 

⑺ 県補助金 新潟県被災商店街再建支援補助金（にぎわい創出等事業）交付要綱（令和

６年２月２８日施行）に基づき、市内の商店街等組織又は市内商店街等組織と民間事業

者の連携体に対し、交付される補助金をいう。 

（補助対象者） 

第３条 補助金の交付の対象となる者（以下「補助対象者」という。）は、次の各号のいず

れにも該当する者とする。 

⑴ 国補助金又は県補助金の交付確定を受ける者 

⑵ 市税等を滞納していない者 

⑶ 暴力団（上越市暴力団の排除の推進に関する条例（平成２４年上越市条例第３４号）

第２条第１号に規定する暴力団をいう。以下同じ。）、暴力団員（同条第２号に規定す

る暴力団員をいう。以下同じ。）又は暴力団若しくは暴力団員と社会的に非難されるべ

き関係を有しない者 

（補助対象経費） 

第４条 補助金の交付の対象となる経費は、国補助金又は県補助金の交付確定額の算定の基

礎となった補助対象経費（ただし、補助対象経費における消費税及び地方消費税に係る仕

入控除税額を除く。）とする。 

（補助金の額等） 

第５条 補助金の額は、前条の補助対象経費から国補助金又は県補助金の交付確定額を減じ

て得た額に２分の１を乗じて得た額（当該額に１，０００円未満の端数があるときは、当

該端数を切り捨てた額）とし、２５万円を限度とする。 



 （交付申請等） 

第６条 補助金の交付を申請しようとする補助対象者は、上越市令和６年能登半島地震復興

支援補助金交付申請書（第１号様式）に次に掲げる書類を添えて、国補助金又は県補助金

の交付確定の日から起算して３０日を経過する日又は令和７年３月３１日のいずれか早い

日までに市長に提出しなければならない。 

⑴ 国補助金又は県補助金の交付申請書（変更等承認申請書を含む。）及びその添付書類

の写し 

⑵ 国補助金又は県補助金の交付決定通知書（変更等承認通知書を含む。）及び交付確定

通知書の写し 

⑶ 国補助金又は県補助金の実績報告書及びその添付書類の写し 

⑷ 市長が別に定める納税等状況調査承諾書 

⑸ その他市長が必要と認める書類 

２ 市長は、前項の申請書の提出があったときは、これを審査し、補助金の交付の可否を決 

                             決定 
定したときは、上越市令和６年能登半島地震復興支援補助金交付  通知書（第２号様式） 
                             却下 

により通知するものとする。 

（決定の取消し） 

第７条 市長は、交付決定を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交

付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。 

⑴ 国補助金又は県補助金の返還事由に該当したとき。 

⑵ 偽りその他不正の手段により補助金の交付の決定を受けたとき。 

⑶ 補助金の交付決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき。 

２ 交付決定を受けた者は、前項第１号に掲げる場合に該当したときは、その旨を市長に届

け出なければならない。 

（補助金の返還） 

第８条 市長は、前条の規定により当該補助金の交付の決定を取り消し、既に補助金が交付

されているときは、期限を定めてその返還を命ずるものとする。 

（その他） 

第９条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。 

   附 則 

 この規則は、公布の日から施行する。  



第１号様式（第６条関係） 

  年  月  日 

（宛先）上越市長 

郵便番号 

住   所  

申請者 名 称 等 

代表者氏名            

電 話 番 号 

 

上越市令和６年能登半島地震復興支援補助金交付申請書 

 

次のとおり上越市令和６年能登半島地震復興支援補助金の交付を申請します。 

 

１ 交付申請額 

① 国補助金又は県補助金の補助対象経費の合計額 円 

② 国補助金又は県補助金の交付確定額 円 

③ (①－②)×１/２の金額 円 

④ 交付申請額 ③の金額（１，０００円未満切捨て） 

（２５万円を超える場合は、２５万円が上限となります。） 
円 

 

２ 添付書類 

□ 国補助金又は県補助金の交付申請書（変更等承認申請書を含む。）及びその添付書類

の写し 

□ 国補助金又は県補助金の交付決定通知書（変更等承認通知書を含む。）及び交付確定

通知書の写し 

□ 国補助金又は県補助金の実績報告書及びその添付書類の写し 

□ 市長が別に定める納税等状況調査承諾書 

□ その他（                    ） 

  



第２号様式（第６条関係） 

                            決定 
上越市令和６年能登半島地震復興支援補助金交付  通知書 

                            却下 
 

第     号 

年  月  日 

様 

 

上越市長           

 

年  月  日付けで申請のあった上越市令和６年能登半島地震復興支援補助金 

          と お り 決 定 
の交付について、次の             したので通知します。      

     理由により申請を却下 
 

決定 

交 付 決 定 額             円 

交 付 条 件  

却下 理 由  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


